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島田都市計画特別用途地区（大規模集客施設制限地区） 

の変更(島田市決定) 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風

営法）の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正

により、特別用途地区（大規模集客施設制限地区）を本案

のとおり変更する。 
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島田市景観計画の変更 

風力発電設備及び太陽光発電設備のうち大規模なもの

について、新築、増築、改築又は移転及び外観の変更等の

行為を行う場合、事前の届出対象とするため、本案のとお

り変更する。 
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島田都市計画特別用途地区の変更（島田市決定） 

 

 

 島田都市計画特別用途地区を次のように変更する。 

種  類 面 積 備    考 

大規模集客施設制限

地区 
約 182ha 

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイ

トクラブその他これに類する用途で建築基準

法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「政

令」という。）第 130 条の９の２に定めるもの

又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類

する用途で政令第 130 条の８の２第２項に定

めるものに供する建築物でその用途に供する

部分（劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用

途に供する部分にあっては、客席の部分に限

る。）の床面積の合計が 10,000 ㎡を超えるも

のは建築してはならない。 

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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２ 

 

 

変  更  理  由  

 

  

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

の一部を改正する法律（平成 27年６月 24日法律第 45号）

による建築基準法の一部改正により、ナイトクラブが劇

場・観覧場などと同様の用途に、ダンスホールが遊技場

に含まれるカラオケボックスなどと同様の用途に、それ

ぞれ加えられたことに伴い、新たな立地規制の対象とす

るため、準工業地域に指定している特別用途地区（大規

模集客施設制限地区）を変更する。  

 

 

 

 



市町村名

変 更 概 要

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又
は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬
投票券発売所、場外車券売場その他これ
らに類する用途で建築基準法施行令（昭
和25年政令第338号）で定めるものに供
する建築物でその用途に供する部分（劇
場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に
供する部分にあっては、客席の部分に限
る。）の床面積の合計が10,000㎡を超え
るものは建築してはならない。

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、
ナイトクラブその他これに類する用途で
建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号。以下「政令」という。）第130条の９
の２に定めるもの又は店舗、飲食店、展
示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外
車券売場その他これらに類する用途で政
令第130条の８の２第２項に定めるものに
供する建築物でその用途に供する部分
（劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用
途に供する部分にあっては、客席の部分
に限る。）の床面積の合計が10,000㎡を
超えるものは建築してはならない。

島田市
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　島田都市計画　特別用途地区の変更
　　　　　　　　　　　　　　（島田市決定）

位 置 図

第1号議案附図

Ｓ＝1:40,000

凡　　　　　　　例

特別用途地区
（合計面積：約181.5ha）

向谷地区 A＝約16.4ha

４
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特別用途地区（大規模集客施設制限地区）変更の概要 

 

１ 風営法及び建築基準法の改正 

(1)  風営法の改正 

ダンスに対する意識の変化などを踏まえ、平成 27 年 6 月に風俗営業等の規制及び業務の適 

正化等に関する法律（風営法）が改正され、これまで風俗営業として同法により規制されてき

た『ダンスホール及びナイトクラブ』を風俗営業から除外する規制緩和が行われた。 

※ダンスホールとは‥設備を設けて客にダンスをさせる施設 

（接待、飲食の提供を行う施設またはダンススクールを除く） 

          類似する用途：カラオケボックスなど 

※ナイトクラブとは‥設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる施設 

           類似する用途：劇場、観覧場など 

 

(2)  建築基準法の改正 

風営法改正に伴い、建築基準法の改正も行われ、ダンスホール及びナイトクラブは、風俗営業 

施設から除外し、ダンスホールはカラオケボックスなどと同様の用途として、また、ナイトク 

ラブは劇場、観覧場などと同様の用途として、それぞれの建築規制を適用することとなった。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建築基準法改正による都市計画の変更について 

(1)  変更の理由 

島田市の都市計画においては、地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保全及び中

心市街地への集客誘導を図るため、郊外にある準工業地域を特別用途地区に指定し、劇場、観

覧場などの大規模集客施設のうち、床面積１万平方メートルを超えるものの立地を規制してい

る。 

建築基準法の改正によってナイトクラブが、劇場・観覧場などと同様の用途に、ダンスホー

ルが遊技場に含まれるカラオケボックスなどと同様の用途に、それぞれ加えられたため、新た

に特別用途地区における立地規制の対象に加えるものである。 

 

 
特別用途地区とは 

特別用途地区は、用途地域を補完し、地域の特性に応じて商業や住宅などの特定の用途を

利用しやすくしたり、環境を保護したりするために、建築の規制を強化するもの 

 

５ 



 

 

(2)  建築物の用途制限 

 

 

６ 
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景観計画に基づく届出が必要となる工作物の範囲 

 

○島田市景観条例等施行規則 

（条例第９条第１号の規則で定める工作物） 

第３条 条例第９条第１号の規則で定める工作物は、次のとおりとする。 

(1) 煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除 

く。）、排気塔その他これらに類するもの 

    (2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（旗ざおを除く。） 

     (3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 

    (4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 

    (5) 屋外タンク、貯蔵施設その他これらに類するもの 

(6) 建築物に該当しない車庫その他これに類するもの 

 (7) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第２条第３ 

項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち太陽光を電気に変換する設備及び

その附属設備 

 (8) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第２条第３ 

項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち風力を電気に変換する設備及びそ 

の附属設備 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を妨げるおそれがある工作物とし 

て市長が指定するもの 

 

 


